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札幌大学教職員組合ニュース 

No.6 2019 年 8 月 29 日 札幌大学教職員組合書記局  発行  

組合事務室は１号館２階１２１０です。  Ema i l：su . t radeun ion@gma i l . com  

「ルールの拡大解釈」で切り抜けようとする札幌大学 

 

教学の組織改編はしたが、寄付行為の改正はいつするの？ 

組合ニュースＮｏ．３において、今春、私立学校法改正案について国会で審議があり、改正案の第

２４条及び第４５条の２の新設に関して、「学校法人（理事会・理事長）と大学（学長・教授会など）

との関係」「理事長と学長の権限関係」に対する国会質疑と附帯決議についてお知らせしました。 

この他にも、４月１０日の衆議院文部科学委員会では、本学の「寄付行為」に影響を与えた「２０

１４年学校教育法改正『施行通知』」についても、以下のような質疑と答弁がありました。 

 

野党議員：私立大学の学長選考に関して、その選考方法も含めて、決定権限が理事会にあることを

明文で規定した法律はあるのですか。あるかないかだけ、端的にお答えください。 

私学部長：ご指摘のような、私立大学の学長選考の方法について、具体的に定めた法律の規定はご

ざいません。 

 

野党議員：理事長、理事会の権限強化を意図的にミスリードするようなこの施行通知（２０１４年

学校教育法「施行通知」）の結果、他の委員ももう既に指摘をしておりましたけれど、幾つ

かの大学、例えば○○大学あるいは○○○大学あるいは○○○○○大学、こういったとこ

ろで、この法改正とその後に出された施行通知を理由にしながら、一方的に学長選挙を廃

止をして理事会が選任できるようにする、こうした変更が行われております。 

そこで、２０１４年に出された施行通知、そういう意図はなかったと言うかもわかりま

せんけれども、結果的にはミスリードして、先ほど言ったような、理事会が一方的に学長

選挙を廃止するだとか、そういったことが現実に行われてきたわけです。それについては、

きちんと私は正さなければいけない、施行通知を取り下げて、あるいは訂正をすべきだと

いうふうに考えますが、この点はいかがですか。 

文科大臣：この２６（２０１４）年の通知が、おっしゃったようなことに直接つながるものという

ことは私どもとしては考えておりません。 

 

このように、いくつかの大学では理事会が「施行通知」を理由として、学長選挙や学部長選挙を一

方的に廃止した問題について野党議員から追及されると、文科省大臣は「通知がそういったことに直

接つながるものとは考えていない」と強弁し、「通知」は学長・学部長選挙を一方的に廃止することは

求めていない、文科省に責任はない、と言い逃れをしたのです。しかし、議員の追及により、「私立大

学の学長選考に関し、その選考方法も含めて決定権限が理事会にあると定めた法律はない」ことは明

確に認めざるを得ませんでした。 

本学も、上記の「いくつかの大学」と同じく、学長選考については、２０１４年学校教育法「施行

通知」を理由に寄付行為を変えて以来、第１３条第１項は未だに以下のままとなっています。 
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（学長の選任） 

 第１３条 学長は、前任の学長その他理事会が認める有識者の推薦を踏まえ、理事会において選

任する。 

 

しかし、組合ニュースＮｏ．３と今号の前掲の国会質疑を見ると、本学はこの「施行通知」を意図

的に「拡大解釈」して寄付行為を改悪した結果、学校教育法にある「学校法人と大学との関係性」に

逸脱しただけでなく、日本国内のどこにも法的根拠のない「理事会による学長選考」が行われている

ことが分かります。札幌大学中長期構想の「札大 みらいフロンティア・プラン」などを見ても、こ

の問題の改善計画はどこにも出てきません。 

また、５月１６日の参議院文教科学委員会では、私立学校法の改正の趣旨・目的に関して、文科省

が、寄付行為作成例で評議員会や監事の選任において理事会に有利に働く人材を選任しやすい書きぶ

りにしているなど、理事会権限を大きくしようとしているのではないかという指摘に対して、文科省

大臣は次のように答弁しています。 

 

  確かに、（評議員会や監事の）監督機能が鈍るのではないかという疑問が生じるのは理解はでき

ますけれども、だからこそ今回の改正によって、理事長を含む役員の損賠賠償責任や役員の不法

行為などに対する監事の差し止め請求に係る規定の新設など、その権限については改正を行って

おりまして、これによってそのチェック機能や不正の抑止効果が高まるというふうに考えており

ます。選任の場面において、それではこれでいいのかということについては、今のご指摘も踏ま

えて今後検討を継続していきたいと考えております。 

 

こうした衆参両院の委員会での質疑を踏まえ、参議院文教科学委員会で採択された付帯決議の中に、

以下のような一文があります。 

 

九、学校法人における自律的なガバナンスの改善に資する仕組みを構築するため、理事長の解職に

関する規定の追加を検討するなど、社会の変化を踏まえた学校法人制度の在り方について不断

の見直しに努めること。また、学校法人の不祥事や不正等が繰り返されることのないよう、これ

らに対する告発が隠蔽されずに適切に聞き入れられる仕組みの構築等、より実効性のある措置

について速やかに検討すること。 

 

現行の本学の寄付行為には、学長選考の問題だけでなく、文科省大臣の答弁にある「理事長を含む

役員の損賠賠償責任や役員の不法行為などに対する監事の差し止め請求に係る規定」や附帯決議にあ

る「理事長の解職に関する規定」などもありません。 

他方で、「また、学校法人の不祥事や不正等が繰り返されることのないよう、これらに対する告発が

隠蔽されずに適切に聞き入れられる仕組みの構築」が求められていますが、組合ニュースＮｏ．２で

もお伝えした、６月２４日付けの事務局長名で出された札大総第１０２号文書の別紙８－３にあった

「教職員懲戒規程（案）」には、これと逆行するような処分基準が出てきます。すなわち、「学校法人

札幌大学教職員懲戒処分基準」の「第２ 標準例」の「１ 一般服務関係」「（７）秘密漏えい」のう

ち、とりわけ「ア」では、解釈次第で懲戒解雇もできるようにしたことで、事実上、内部告発の道を

ふさいでいるのです。 

 

  （７）秘密漏えい 

ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、業務上の運営に重大な支障を生じさせた教職

員は、懲戒解雇、諭旨退職、停職とする。この場合において、自己の利益を図る目的で秘密を

漏らした職員は、懲戒解雇とする。 
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組合はすでに７月５日に、この問題も含めた「ハラスメントの防止に関する規程等の整備について」

で出された規程（案）について、法人に意見書を提出しています。ところが、８月７日の団体交渉に

おいて、法人がこの組合からの意見書をまともに読むことなく、組合への回答書を作成したことが明

らかとなりました。団交では、この組合意見に対して、真面目に読み直した上で、法人は事務の夏季

休業明けに組合に対して改めて回答書を出すことで、労使双方が合意しました。しかし、８月２８日

現在、いまだに回答書が届いておりません。 

 

過半数代表者の選出要領も「拡大解釈」 

こうした「規定を拡大解釈して、本来の趣旨から逸脱する」行為は、本学では、最近の過半数代表

者の選出選挙でも行われていました。８月７日の団体交渉の席上、過半数代表者の選出選挙について

質問及び指摘したのは、次の２点です。 

 

①７月３０日付けの過半数代表の選出選挙（再選挙）の信任投票の公示において、投票日以前は「郵

送投票」しかなく、期日前投票がないのはなぜか？ 

②７月１１日付けの過半数代表者の選出選挙（再選挙）の立候補者の公示が、半日以上も遅れたの

はなぜか？ 

 

これについては、同席していた事務局より「第１７条の（期日前投票）の第２項で『もしくは郵送

により投票する。』とあり、郵送投票については、第１１条の第２項の『（６）その他、委員会が認め

た者』を適用した」との発言がありました。それに対して、組合からは「要領の規定に従って選ばれ

た選挙委員会が認めれば、その要領の内容を勝手に『拡大解釈』して何をやってもいいのか？」「７月

３０日付けの公示には専任教職員と臨時職員は『要領第１１条に該当しない者』とある。ということ

は、第１１条第２項の（１）から（６）のいずれにも該当しない者なのではないのか？ということは、

該当しない者が郵送投票できると、選挙管理委員会か事務局は要領を変えたのではないか？」等と質

問しました。これに対して法人は「要領に則って正しくやっていると考えている」と主張しました。

そこで、組合は「選挙管理委員会を縛るはずの規定を、選挙管理委員会がいくらでも『拡大解釈』し

て変えられる、とすれば、選挙管理委員会はやり放題ということになる。」と指摘しましたが、法人は

「要領は変えていない。」と強弁しました。「であれば、選挙管理委員会はいつ開催して、どのように

決めたのか、公示にも書いていない。また、委員会の議事録を出して欲しい。選挙管理委員会が要領

に基づいてやっているのなら、透明性・公平性・公正性のためにも議事録を公表すべきだ。」と組合か

ら要求しましたが、信任投票についての選挙管理委員会がいつ開催されたのかを明らかにすることも、

議事録を示すことはありませんでした。 

さらに、組合から「そもそもこの過半数代表者の選挙は、２月１５日に法人がこの要領に基づき選

出をすると理事長名で文書を出して始めたのだから、この要領も理事長が、法人がオーソライズした

ものだ。ところが、今回の信任投票では、要領を『拡大解釈』して、理事長がオーソライズした要領

にないことまでやっている。それを法人がおかしいと言えないのはなぜか？理事長がオーソライズし

たものとは違うことをやっているのに、なぜおかしいと言えないのか？」「昨年１２月の団交からず

っと組合は同じ指摘をしているが、法人側が今でも理解できないなら、いくら事務的に詰めたとして

も理解できないと思う。」と指摘しましたが、法人側からは毎度おなじみの「法人は、過半数代表者の

選挙に関わっていない。選挙管理委員会に任せている。」という回答でした。 

組合からは「法人は全く選挙に関与していないというが、労働者の過半数代表者の選出を必要とし

ているのは使用者の方だ。だからこの問題は団体交渉でやるべき事項だし、『法人が全く関与していな

い』というのはとても無責任だ。」「選挙管理委員会は要領に基づいて仕事をしており、その要領を作
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ったのは法人なのだから、法人は十分に関与しているではないか。」「法人は、最初の決定はするが、

決めておいてその後は知らないと逃げ、全部『悪いのは選挙管理委員会』と責任に押し付けているが、

とても無責任だ。だから、選挙管理委員長が続々と辞めることになる。」と指摘しました。 

 

寄付行為の場合と同じように、最近の過半数代表者の選出要領でも恣意的な『拡大解釈』によって、

規定本来の内容から逸脱した運用が行われています。しかも、その事に対する問題点を組合が指摘し

ても、法人の回答は、文科省大臣の答弁と同じく、毎回「持ち帰って検討する」「次から変えればいい

のではないか」のくり返しです。 

 

 


